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平成 27年 6月 11日

文化,スポーツ部スポーツ振興課

目黒区スポーツ推進計画策定にかかる目黒区スポーツ推進計画懇話会の

「意見書」と今後の取り組みについて

1 経緯

平成 26年 10月 に目黒区の実情に即した目黒区スポーツ推進計画 (以下 「推進計画」

という。)を策定するため、日黒区スポーツ推進計画懇話会 (以下 「懇話会」という。)を
設置した。

懇話会では、平成 27年 2月 に推進計画策定にかかる意見書の 「中間まとめ」を取りま

とめ、この 「中間まとめ」に対する区民からの意見募集を行い、聴取した意見を取り入れ

ながら「意見書」がまとまったところである。

平成 26年 10月    懇話会の設置

平成 26年 10月 ～ 2月  意見書「中間まとめ」の検討

平成 27年 3月      「中間まとめ」について区民意兄募集

平成 27年 5月     意見書の提出 (別添のとおり)

2 「中間のまとめ」に対する区民意見募集実施結果等

(1)意見募集期間  平成 27年 3月 5日 ～同年 3月 27日
(2)意見募集の方法

ア めく
ヾ
ろ区報 (3月 5日 号)掲載

イ 区ホームベージ掲載

ウ 閲覧 (目 黒区総合庁舎 1階区政情報コーナー、 5階スポーツ振興課、各地区サ

ービス事務所 (東部地区を除く)、 各住区センター、各区立図書館、各

社会教育館、福祉施設、区立体育館等 )

(3)募集結果 ア 提出件数 4件 (個 人 2件 団体 2付・)

イ 意見件数 7件 (個 人 5件 団体 2件 )

3 「中間のまとめ」に対する主な意見

(1)区内のスポーツ団体の実情に合わせた表現にしてほしい。

(2)区民体育祭の参加者のすそ野を広げるため、広報活動の在り方も含めて、もっと

積極的に区民に参加を呼び掛けてはどうか。

4 意見書を踏まえた今後の取り組み

懇話会の意見書を踏まえ、区としてllt進 計画 (素案)を策定していくこととする。

5 今後のスケジュール

平成 27年 11月  スポーツ推進計画 (素案)の決定

パブリックコメントの実施

平成 28年 2月   スポーツ推進計画 (案 )の決定

〃  3月   スポーツ推進計■ll策 定

以 上





目黒区スポーツ推進計画の策定について

意見書

平成27年 5月

目黒区スポーツ推進計画懇話会





はじめに

平成 23年 6月 、昭和 36年 に待1定 されたスポーッ振興法が 50年ぶ りに全面改

正され、スポーツ基本法が公布されました。スポーッ基本法では、「スポーッは、世

界共通の人類の文化である」とされるとともに、「スポーッを通 じて幸福で豊かな生

活を営むことは、全ての人々の権利」であるとスポーッ権が謳われました。そして、

平成 24年 3月 には、スポエッ基本法第 9条の規定を受け、スポーッ基本計画が策

定されました。スポーッ基本計画では、今後 10年間を通じた基本方針が明らかに

されるとともに、今後 5年間における具体的な施策が提示されています。

また、東京都が平成 25年 3月 に発表した東京都スポーッ推進計画では、それぞ

れの年齢や健康状態、技術、興味、目的に応じて、スポーッを楽 しみ、誰もがスポ

ーツの力による効果を享受し、活気あふれる社会の実現を目指 してお ります。平成

24年の東京都障害者スポーツ振興計画でも、障害のある人もない人も、だれもが

スポーツに親 しむことができる 「スポーッ・フォア・オール」の考え方が示されて

います。

このような動向の中、平成 26年 10月 31日付けで、目黒区長から、スポエッ

基本法に対応 した今後の目黒区らしいスポーッ推進計画に関する検討を本懇話会に

依頼されました。

本懇話会では、国及び東京都の動向などを踏まえるとともに、目黒区の現状と課

題、今後の目標や方向性、基本的施策の体系などについて検討してまいりました。

平成 27年 2月 には、区民の皆様に意見書の 「中間のまとめ」を公表 し、いただい

たご意見を意見書に反映させていただきました。貴重なご意見をいただいた区民の

皆様に、心よりお礼申し上げます。

本意見書では、「区民のだれもが、いつでも、いつまでもスポーッに親しむことが

できる生涯スポーツ社会の実現」に向け、基本理念を「スポーッで拓く未来 (あ し

た)―豊かな健康ライフで、活力あるひと。まち “めく
｀
ろ"一」としました。そし

て、「行うスポーツ」「みるスポーツ」「支えるネポーツ」という人とスポーッの関わ

り方を柱に、それぞれについて基本目標を設定し、基本的な施策を具体化しました。

今後、目黒区スポーツ推進計画の策定に当たり、本意見書に基づいたご検討をい

ただき、区政の各分野の連携・協力とともに、関係団体や地域の多様な活動主体と

の連携・協力を通じて、よリー層、日黒区のスポーツ推進及びまちづくりが展開さ

れることを期待しております。

目黒区スポーツ推進計画懇話会

座長  柳沢 和雄
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第 1章 計画の概要

スポ■|ツの意
‐
義‐と効果

平成 23年、スポーツ振興法 (昭和 36年施行)が全面改正されスポーツ基本法が施行されまし

た。同法では「スポーッは、世界共通の人類の文化であるJと され、その心身の健全な発達、健康

及び体力の保持増進、人格の形成、さらには人々や地域間の交流の促進に寄与するものとされて

います。また、スポーッ選手が人間の可能性の極限を追求する営みは、国民に夢と感動を伝え、

活力を生み出すとともに、その舞台となるスポーツイベントにおける交流は国際平和にも貢献す

るものと期待されています。

なお、「スポーッJの捉え方は多様ですが、懇話会ではスポーツを広義に捉えています。すなわ

ち、スポーツはルールに則って勝敗や記録を競う身体的技量の競争という活動だけでなく、健康

や楽しみを求めて自発的に行われる運動 (ヨ ーロッパ・みんなのスポーツ憲章 :ヨ ーロッパ・ス

ポーツ担当大臣会議,1975)も含む意図的な身体活動として捉えています。従って、計画の策定

にあたっては、 トップレベルでの競技成績を目的とする活動とともに、健康づくりのためのウォ

ーキングや体操、自然に親しむハイキング、介護予防やリハビリテーションを意図した運動など、

目的を持った身体活動全てを「スポーッJと して扱う必要があります。

また、人とスポーツとの関わりも多様化しています。これまでは、自らが実践する「行うスポ

ーツJの推進が大きな柱となっていましたが、近年では多様な機会や媒体を通してスポーツをみ

るといった「みるスポーツJ、 そしてスポーツ活動の指導やスポーツイベントのボランティア、あ

るいはスポーックラブや団体の運営や支援等の「支えるスポーツ」といった関わりにも社会的な

関心が寄せられています。

本計画の策定にあたっては、このようなスポーツに対する社会的認識やスポーツが置かれてい

る状況の変化を考慮し、「スポーッ」の概念を幅広く捉えながら、多様化する人とスポーツとの関

わりの推進を目指す必要があります。

2■ 計画策定の目的

区ではこれまで、日黒区基本計1町 (平成 21年)に基づき、豊かな人間性をはく
｀
くむ文化の香り

高いまちづくりを目標にスポーツの振興にlRり 孫Fと んできました。また、スポーツ基本法では、「ス

ポーツを通じて豊かな生活を営むことは、企ての人々の権利である」とされています。このスポ

ーツの権利を保障するスポーツ環境を4と備し、区民が主体的に参加し豊かなスポーツライフを創

り出すとともに、区民相互のコミュニケーションの促進とコミュニティづくりを目標とする「目

黒区スポーツllr進 計画」を策定することが lTl要です。



e■ ■計1画策定の1背
1景

(1)スポーツを取り巻く社会状況

近年の急速な少子高齢化とそれに伴う成人の健康問題や高齢者の医療費問題、情報化の進展

やライフスタイルの変化に伴う運動不足や生活習慣病の拡大、人間関係の希薄化やコミュニテ

ィの縮小化などが大きな社会問題となっています。このような多様な社会問題への対応策とし

て、スポーツの持つ潜在的な可能性に大きな期待が寄せられています。また、2020年 には、東

京オリンピック・パラリンピックの開催が決定しており、開催に伴う多様な社会 ,経済的な効

果が期待されているところです。

(2)国 ・都の動 向

スポーツ基本法の制定を受け、国は平成 24年にスポーッ基本計画を策定し、今後 10年間のス

ポーツ施策を具体化しています。そして地方公共団体はこのスポーツ基本計画を踏まえ、各地域

の実情に応じて独自のスポーツ推進計画を策定するよう努力することが期待されています。

国のスポーツ基本計画では、成人の週 1回以上のスポーツ実施率が 3人に 2人 (65%程度)、 週

3回以上のスポーツ実施率が 3人に 1人 (30%程度)と なること、さらに成人のスポーツ未実施

者 (1年間に一度もスポーツをしない者)の数がゼロに近づくことを目標としています。

国の動向を受け、東京都においては平成 25年に東京都スポーツ推進計画が、そして平成 24年

には東京都障害者スポーツ振興計画が策定されました。東京都スポーッ推進計画は、「『スポーッ

の力をすべての人に』誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しみ、スポーッの

力で人と都市が活性化する『スポーツ都市東京』の実現」を目指し、成人の週 1回以上のスポー

ツ実施率を世界 トップレベルの 70%にすることを目標としています。また、東京都障害者スポー

ツ振興計画では、「『スポーツ・フォア・オール』障害のある人もない人も、だれもがスポーッに

親しむ『スポーツ都市東京』を目指す」とされています。



4■ |ス|ポ■ツ推進計画策定にあ|たすで|の方針

目黒区では、平成 21年 に区の長期総合計画である目黒区基本計画が改定されています。スポー

ツ推進計画は、上位計画である日黒区基本計画に掲げている基本 目標を踏まえ、以下の 3点を目

指すべき将来像として施策を展開することが望まれます。

(1)ス ポーツを通して豊かな人間性をはく
｀
くむまち

(2)ス ポーツを通したふれあいと活力のあるまち

(3)と もに支え合い健康に暮らせるまち

また、そのようなまちづくりを目指して、以下のような方針のもとスポーツ環境の整lFin~を推進

する必要があります。

(1)「新しい公共J(注)の理念に基づいた連携・協力を基本としたスポーツ環境の創造

(2)ス ポーツを通じた地域課題の解決とコミュニティ形成の促進

(3)主体的な住民参加の充実と行財政運営の推進

(注)新 しい公共とは、支え合いと活気のある社会を作るための当事者たちの協働の場といわれています。

そこでは、国民、市民団体や地域組織、企業やその他の事業体、政府等が、一定のルールによってそれ

ぞれの役割をもって当事者として参加し、協働することが期待されています。

内閣府 「新しい公共」円卓会議 「『新しい公共』宣言」 (平成 22年 )

■5‐
‐
■1信十画の位置付けと計画期1間 |

日黒区スポーツ推進計画は、日黒区基本計lllll(平 成 22年～平成 31年 )の実現を具体化する、

ネli助計画として位置付けられます。その計画策定に当たっては、国のスポーツ基本法、スポーツ

基本計画、束京都スポーツ推進計画、東京都障害者スポーツ1辰興計画等の趣旨を参考にしながら、

区における関連計画との整合性を図りつつ、区のスポーツ打た進の理念や方向性、基本的施策を示

すことが望まれます。

また、本計画の期間は、国や束京都の計画対1問 との整合性を図り、平成 28年度から平成 37年

度までの 10年間とし、5年後を目途に施策の評価と再検討を行うことが望まれます。



第2章 目黒区の現状と課題

懇話会では、計画を策定するに当たり目黒区の現状と課題について、以下の 4つの視点で検討
しました。

視点 1 ライフステージに応じたスポーッ活動の推進

視点 2 子どもがスポーッに親しむ機会の充実

視点 3 障がい児・者がスポーッに親しむ機会の拡充

視点 4 住民が主体的に参画する地域のスポーッ環境の整備

これらの視点に基づき検討した結果は、以下のとおりとなりました。

■|IAI"|ウ:1手■|■|■|■■|■■|‐ |‐ |

平成 25年 3月 における区の人口は 264,904人 (住 民基本台帳)で した。また人口の推移を推

計すると、計画策定時である平成 27年は 266,024人、10年後の平成 36年 では 263,112人 とさ

れてお り、総人 口では大きな変化はないと推計されています。 しか し、年齢別の推移を見ると、

25歳～34歳代の人口が他の年代より大きく減少 し、50歳か ら 59歳の人口が高齢者と言われる

年代よ りも大きく増加すると推測 されます。

また本区の平均寿命は、都内 62区市町村の中でも、女性が 2位 (87.7歳 )、 男性は 3位 (815

歳)と 長寿であり、今後 も高齢者の健康・体力の維持を促す施策が期待されます。
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2 ス
ー
ポ|■ツー実施状況と課題

第 44回 目黒区世論調査 (平成 26年)では、1年間に 1回 30分以上の運動やスポーツを行っ

た人は 66.5%で した。また、ほぼ毎日行っているが 10.2%、 週に 2～ 3回程度が 18.2%、 週に 1

回程度が 16.2%で あり、週 1回以 L行った人は 44.6%で した。一方、1年間ほとんど行わなかっ

た人が 29.9%存在します。

文部科学省が公表した平成 25年度体力・スポーツに関する世論調査では、1年間に 1回以上運

動やスポーツを行った人は 80,9%で あり、1年間運動やスポーツをしなかった人は 19.1%で した。

また、週に 3回以上運動やスポーツを行った人は 30.1%、 週に 1～2回が 28.6%と なっています。

このように全国調査結果と比較すると、区民のスポーツ実施状況は低調であるということがいえ

ます。

また、運tFIjhや スポーツを行う目的は、健康や体力の維持・増進が 73.8%(平成 21年第 41回世

論調査)と最も高い一方、上達する楽しさや競い合う楽しさを期待する人は 11.6%と なっていま

す。

実際に行われている運動やスポーツも、野外活動 (ウ ォーキング、ジョギング、登山、サイク

リング、ゴルフなど)が 62.2%、 健康体操 (ラ ジオ体操、音楽体操、エアロビクス、ヨガ、太極

拳など)が 32.2%(平成 26年第 44回 世論調査)と なっています。

今後行いたい運動やスポーツも、野外活動 44.0%、 健康体操 36.9%で あり、また、水泳 (水 中

ウォーキング、水中エアロビクスを含む)を希望する人が 26.0%で あるとともに、屋外球技 (野

球、ソフトボール、サッカー、テエスなど)13.7%、 屋内球技 (バ レーボール、卓球、バ ドミン

トンなど)12.6%で した (平成 26年 )。

中学校運動部活動は、区立 10中 学校に 77の運動部が設置されています。区立全中学校の生徒

数が 2,780人 であり、そのうち運動部入部数は 1,718人、運動部加入率は 62%と なっています。

(財)日 本中学校体育連猟の調べによると、中学校における運動部活動の参加率は 74.8%(平成

22年度)で 回黒区の区立中学生の運動部活動の入部率が低いことがわか ります。

2012年
第 12回めぐろスポーツまつり

「歴史と甘味をめぐる坂道ウォーキング」
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区内においても障がい児・者のスポーツを促進する取り組みがみられるようになってきました。

例えば、区立スポーッ施設を定丹1的 に利用し、障がい児・者を対象とした取り組みを行っている

団体 (現在は 2団体)と行政との連絡調整が行われてぃます。また、平成 20年度から、碑文谷体

育館にて月 2回、障がいのある区民を対象とした一般公開事業を実施してきました。さらに、同

年から区立スポーッ施設の管理運営を担う指定管理者に、障がい児・者を対象としたスポーッ教

室や講習会を年に 1事業以上実施するよう指導しています。日黒区青少年プラザでは、知的障が

いのある方を対象にした年 5日 間の事業が提供されています。しかし、これら障がい児・者を対

象とした事業は単発的なものであり、日常的なスポーッの場や機会としては不十分であることが

大きな課題となっています。また、障がいのある方がスポーッを行いたいという欲求を持ってい

ても、スポーッの場へのアクセスを支援することが難しく、その実践から阻害されていることが

課題となっています。

争■1区1立
|ス|ポ

ー■|ツ1施‐設の|‐現状と謀蓮

区では区内 5地区の生活圏を前提に、計画的に区立スポーッ施設を整備してきました。その構

成は、地区体育館 5カ所、プール 5カ所、庭球場 4カ所、野球場 2カ所、サッカー場 1カ 所とな

っています。このような区立スポーッ施設整備の考え方は平成元年度の (前)保健体育審議会答

上のスポーツ施設の整備の指針に先んじた考え方に拠るものと評価できますが、それゆえ老朽化

の進行が顕著になってきています。また区民の日常的なスポーッニーズに対応するため、学校体

育施設を活用した体育館及び校庭等の開放も推進されています。さらに、平成 25年ではめく
｀
ろ学

校サポー トセンターの体育館 470回、利用者数 9,864人 、運動場 365回、利用者数 9,061人 とな

っています。

しかし運動部活動との関係から、中学校の校庭開放 (学校ひろば)の実施校が減少したり、安

全指導員を配置しなければならない校庭と体育館の個人開放が、経費の関係で団体開放に移行し

ています。

一方、区では区立スポーッ施設を6グループに分け、平成 20年度から指定管理者制度を導入し、

民間のノウハウを活用したサービスの向上と経費節減を進めてきました。指定管理者制度の導入

は、区立スポーッ施設の利用者拡大に大きな成果をもたらしてきています。例えば、区内全体の

スポーツ教室や講習会への参加者数は、制度導入前年の平成 19年度では 6,665人 でしたが、半成

25年度は 60,091人 にまで増加しています。しかしながら施設のキャパシティには限界があるた

め、今後は、サービスの質的向上や施設間のサービスの均質化、利用区民の自立的なスポーッの

促進、総合型地域スポーツクラブの育成と支援といった内容までを視野に入れていく必要があり

ます。

《庭球場》

を11

《八雲体育館》 《プール》



4■ ‐地域
‐の|ス |ポ

|■|ツ団体|■スポ■‐ツクラ|ブの現J六と課題

区内には多様なスポーツ団体が設立され、活発に活動しています。スポーツ施設予約システム

には 3,549の 団体 (平成 25年度実績)が登録されています。

また、1,219の 社会教育関係団体のうち 533団体 (平成 25年度実績)が、スポーッ・レクリエ

ーション関連団体として登録し、社会教育館や学校施設、めく
｀
ろ学校サポー トセンターを利用し

ています。

区立スポーッ施設の貸切利用れn選の倍率は 8.12倍 に達していることをみても、多くのスポーツ

団体が活動場所の確保に苦慮していることが推察されます。

一方、地域における小学生のクラブは 75ク ラブしかなく (平成 25年度実施の目黒区体育祭出

場チーム数)、 子どものスポーツの機会が少ない状況にあると推測されます。

また、平成 7年度から文部科学省によって開始された総合型地域スポーツクラブの育成は、平

成 24年の国のスポーツ基本計画にも引き継がれ、生涯スポーッ政策の柱となっています。目黒区

では中央地区をモデル地区として、平成 16年にスポルテロ黒が総合型地域スポーツクラブとして

設立されました。会員数は平成 26年で 856人です。平成 18年にNPO法人格を取得し、平成 20

年度より碑文谷体育館等の指定管理者となっています。国の総合型地域スポーツクラブ政策では

1中 学校区程度の地域に総合型地域スポーツクラブを設立することを目標としており、日常生活

圏のなかでの総合型地域スポーツクラブづくりを目指しています。区民の日常的なスポーツ活動

をさらに促進するためには、日常的な活動の場や機会を提供する機能を持つ総合型地域スポーツ

クラブの全区展開が対〕待されます。

ン麓ン撃0
麟鶴議簿簿襲簸幾轟縛鶴 ず



第3章 計画の基本的な考え方

スポーツの推進を通じて、区民の生きがいや健康づくりの相互交流を促進するため、当懇話会

として次のような基本理念と基本国標を定め、本計画が推進されることを提案します。

|■|1計1甲‐つ―容!本1畔
‐や|||||||||||||||‐■||‐||

スポーツで拓 く未来

― 豊かな健康ライフで、活力あるひと。まち “めぐろ"―

IⅢⅢ暮本1車|■|■||■■|■!■■
(1)「行うスポーツ」について

◇威人の週一回以上のスポーツ実施率を3人に2人 (65%程度)に します。

(現状 :44.6% 第 44回 目黒区世論調査 平成 26年度実施)

◇週 2～ 3回以上のスポーツ実施率を 40%に します。

(現状 :28.4% 第 44回 目黒区世論調査 平成 26年度実施)

◇ 1年 に 1度 もスポーツを行わなかった人を半滅 (約 15%)さ せます。

(現状 :29.9% 第 44回 目黒区世論調査 平成 26年度実施)

(2)「みるスポーツ」について

◇区内外でスポーツを直接観戦する人を増やします。

(3)「支えるスポーツ」について

◇スポーツ指導者、スポーツボランティア、スポーツ関連組織や団体の運営スタッフを発

掘・養成します。

◇総合型地域スポーツクラブの育成を目黒区内 5地区にて全区展開します。



第4章 基本施策の体系

本計画を推進するに当たっては、区の各部局はもちろんのこと、区民やスポーツ団体のほか関

係機関等に理解と協力を求める必要があります。そこで、計画期間である 10年 間において次の基

本施策に基づき、各種の施策や事業を体系化しllF進 されることを提案します。

目黒区スポーツ推進計画の体系
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①「新しい公共」の

理念に基づいた連

携・協力を基本とし

たスポーツ環境の

創造      ‐

|(1),T,ネド■ツ|に ,|卜下

◇成人の週 1日以上のスボーツ

実施率を3人に2人 (65%程度)

にします。

(26年度 :44,併 )

◇週 2～ 3回 以上のスポーツ実

施率を枠40%に します。
|(26年度 :23.4斉 )

◇1年に1度もスポ…ツを行わ
‐

| なかった人を半減 (約 15%)

させます古 (26年度 :29,朗 )

子どもがスポ■|ツ に親しむ機

会の充実 ||■■■|||||
①都局を超え

たスポーツt健

康づくり推進

体制

区民の1関心|や能力tiラ |イ‐フ|ス|

テ■ジに応じたスポ■|ツ活動|

の推進■|■|■■‐|■|■|

障がい児■者が|ス |ポ■ジに親
‐

しむ機会の充実■■■■ ■|‐ ■

②スポ…ツを通じ

た地域課題の解決

とコミュニティ形

成の促進

②区民の主体

的なス求一ツ

との関わりを

促す環境の整

備  ‐■
‐
 |

区民が主体的に参画じtiコ |ミ

ユニテイ形成につながる地域

ネギ■ツ琴境の整備■||■

(2)「みるネポーツ」について

◇区内外でスポーツを直接観戦

する人を増やします。

5■「みる11r支える」|スポ■|ツ

|の強途■■■■■■ |‐ ■|||
(3)「支えるスポーツ」について

◇スポーツ指導者、スポーッポラ

ンティア、スポーツ関連組織・

団体の運営スタッフを発掘・養

成します。

◇総合型地域スポーツクラプの

育成を目黒区内5地区にて全

区展開します。

③主体的な住民参

加の充実と行財政

運営の推進

③区内高校・大

学等t罠問スポ

ィツタラブt実

業団チームと

の連携  |

東京オリンピウク・パラリン

ピウタヘの支援と地域活性化

区民が気軽にスポーツができ

る環境の整備  ‐ |



子ど|もがス|ポ■ツに親し|む機会‐の1充
‐実

子どものスポーツ活動を推進し、体力向上やスポーッを愛好する子どもの育成のために、各種

スポーツ教室・大会の開催や学校における子どもの体育・スポーッ活動の充実をはじめ、子ども

の居場所づくりの一環として、運動遊びやスポーッ活動を支援したり、ファミリースポーッを推

進する必要があります。さらにトップスポーッと地域スポーッの好循環づくりを目指して、 トッ

プアスリー トの実技観戦や、 トップアスリー トとの交流を図ることを提案します。

こ|ど もの日|イ |ベ ン|卜 風景

(1)

ン|1軍1号?騨!当】1雫空|17474千1イ!|,,14ず||ヤ

=詔

輩々準
成人がスポーツに親しむ機会の充実

各年代の成人を対象としたスポーツ教室、競技会・交流会・体力測定会などのイベント等を開

催する必要があります。特に関連団体や民間スポーツクラブ等と連携して、コミュニティ形成を

意識した地域単位でのプログラム、メタボリックシンドローム等の生活習慣病に対応したプログ

ラムを提供することも重要です。また、それら多彩なプログラムの中には、楽しみ志向や健康志

向に対応した内容だけでなく、競技力向上を目的としたプログラムの展開も視野に入れることを

提案します。

(2)高齢者がスポーツに親しむ機会の充実

高齢者を対象としたスポーツ教室、交流会、体力損1定会や健康相談会等のイベントを開催する

必要があります。特に、介護予防事業と連動した専門的なプログラムの実施を提案します。
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に親|レ|む1機会の1充
―美|||||11,‖■

障がいの種類や程度に応じた身体活動や運動ができる機会を提供したり、また、障がい児・者

のスポーツをめく
｀
っては、リハビリテーション、生涯スポーツ、競技スポーツ等、その目的も多

様化 していることから、それぞれの目的に応じた場や機会を提供する必要があります。さらに障

害のあるなしに関わらず、ともにスポーッを行うことを通して、障がい児・者の自立や社会参加

を促すとともに、ノーマライゼーション社会の実現を目指すことを提案します。

区1氏が主体1的に参由●十111ヽ |=■チヤ1形成につながる1地域ス1求|■|ツ環境|め1整備

(1)地域スポーツクラブの育成と活動支援

区民の誰もが参加でき、多様なスポーツニーズに対応できる総合型地域スポーツクラブを区内

5地区に設立するとともに、設立後の支援を行うことが必要です。

また、既存の単一型のスポーツ団体も多いことから、それらスポーツ団体の活性化に対する支

援も検討する必要があります。

(2)多様な区民が参画できるスポーツイベントの企画

多様な区民や団体の主体的な関わりによって運営されるマラソン大会等のスポーツイベントを

企画・運営することによって、関係団体の連携・協力を強化するとともに観光振興や商工振興を

図ることを提案します。

また、年間を通じて開催されている、目黒区体育祭において、より多くの区民が参加しやすい

よう、高齢者や障がい者が参加できる競技の拡充及び質の向上を図ることを提案します。

めぐろスポーツまつり



(3)スポーツ指導者の発掘と育成

区民のスポーツの実践を支援するスポーッ指導者をはじめ、中学校の運動部活動を支援する外

部指導者、障がい児・者スポーツを支援する指導者等の発掘と育成をすることが必要です。また、

障がい児・者のスポーツ、各種スポーッイベント等を支援するスポーッボランティアの発掘と育

成を促進することを提案します。

(4)スポーツ関係団体や地域関連団体との連携促進

スポーツ推進委員、体育協会・スポーッ少年団、スポルテロ黒、障がい児・者のスポーッ関連

団体はもとよ り、町会・自治会、住区住民会議、老人クラブ、商工会、青年会議所などと連携 し

た 「新 しい公共」 を創出 します。そのような連携・協力を通 して、地域に根づいたスポーッ環境

の創出と各種スポーツ事業を展開することを提案 します。         物

(5)スポーツを媒体 とした都市間交流を充実する

友好都市である宮城県角田市、気仙沼市をはじめとする他の自治体と

都市間交流を充実させることを望みます。

のスポーッ交流を促進 し、

Tみる工T支え|‐る11ス|ポ■ツ|の推進|

(1)ト ップアスリートを招聘したスポーツイベントやスポーツ教室の開催

区立スポーッ施設等において、小学生や中学生を対象に トップアス

イベントやスポーッ教室を開催し、みるスポーツの推進とともに、 ト

ツの好循環を図ることを提案 します。    ……“       ャ
m‐ ■ ‐拷

リートを招1害 したスポーッ

ップスポーッと地域スポー

目黒スポーツフェスタ (平成 25年 1月 】に出演された

北京オリンピック銅メグリス ト末績慎吾選手 (ミ ズノ所属)

湖押0滋人
簿黒籐縛騒裟

そ,=■ |クヵ!京玖|″
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畿

第 14回全国障害者スポーツ大会3種 目優勝の長尾智之選手と目黒区長の表彰

(3)身 近な生活の中でアス リー トをみることができる機会の充実

スポーツヘの動機づけを促進するために、小学校等の身近な場所で、競技レベルの高いアスリ

ー トの競技を観戦したり、アスリートと交流する機会を設けることを望みます。

(4)障がい者スポーツをみたり体験したりできる企画の拡充

障がい児・者の積極的な社会参加を促すとともに、ノーマライゼーションの考え方を広く啓発

するために、子どもから大人までを対象に、障がい者スポーツやパラリンピアンの競技を観戦し

たり、障がい者スポーツを実際に体験する機会を設ける必要があります。

(2)目 黒区出身、区内在住在勤の トップアス リー

目黒区にゆかりのある出身あるいは目黒区在住在勤のト

情報を収集し、整lrP・ 記録するとともに、 トップアスリー

トに関する情報を提供することを望みます。

卜に関する情報の提供

ップアスリート (現役・元)に関する

卜が出場する競技会やスポーツイベン

グランドスラム優勝

男子世界歴代最多の 36回を誇る

国枝慎吾選手 (手 前 )

VS
平成 16年 アテネパラリンピック

で国枝選手と組み男子ダブルス優

勝の斉田悟司選手 (奥 )

!ンツ1暇
ン

〕
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(5)スポーッボランティアの養成

障がい児・者スポーツを支援するスポーッボランティアなどの人材育成のみならず、東京オリ

ンピック・パラリンピック等のスポーッイベントを支えるスポーッボランティアの育成も推進す

るとともに、関係機関に人羽」青報を提供する方法を検討することを提案します。

栞宗|イ|ツンピ‐ツク||‐ ヤヽラ|ツシ|ピウク|への支1壊|と地域‐岩にイヒ

(1)東 京オ リン ピック・パ ラ リン ピックに関する積極的な情報提供 と気運醸成

東京オリンピック・パラリンピックを成功させるためには、国民の関心や興味の高まりが必要

です。そのような気運を醸成するために、2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織

委員会や都、特別区など他自治体と連携し、各種情報を積極的に提供する必要があります。

ロン ドンオ リンピック

男子フルーレ団体銀メグリス トの

千田健太選手 (左側 )

(2)広 く区民 を対象 と したオ リン ピック・パ ラ リンピック教育の展開

2020東京オリンピック・パラリンピック大会に向け、小学校・中学校では積極的なオリンピッ

ク教育の展開が予想されます。区においても関係機関と連携してオリンピック・パラリンピック

教育を支援するとともに、区民に対する 「スポーッを通して心身を向上させ、さらには文化・国

籍など様々な差異を超え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって理解し合うことで、平和

でよりよい世界の実現に貢献する」という、オリンピックのあるべき姿の考え方であるオリンピ

ズムの理解を促す情報提供やオリンピック・パラリンピック講座等を開催することを望みます。

(3)練習会場の提供やキャンプ地候補としての積極的な関わ り

世界各国から来日した選手やテームの準備ために、区立スポーッ施設を練習会場やキャンプ地

として活用してもらうよう関係機関に働きかける必要があります。

(4)東京オ リンピック・パラ リンピックを契機 とした国際スポーツ交流の促進

区立スポーッ施設を練習会場やキャンプ地として利用した外国との国際交流を検討する必要が

あります。

14



区民が気1軽に|ス
|ボ|■ツ|が|できる環境の1整1備

(1)区立スポーツ施設の整備・充実

区有施設見直し方針に基づき、区立スポーッ施設の改修・整備を提案します。さらにはユニバ

ーサルデザインの考えを取り入れたバリアフリー化を促進し、施設利用のアメニティを高め、利

用促進を図る必要があります。また、本区の特徴でもある多くの外国人の利用者に対応できる施

設運営やスポーツ事業の展開にも配慮することを望みます。

(2)区立スポーツ施設の効果的・効率的運営

現行の指定管理者制度をさらに発展させ、より有効な施設運営を検討することを望みます。特

に、指定管理者との綿密な連絡・調整により、質の高いサービス提供を図るとともに、区立スポ

―ツ施設全体のネットワークガバナンスを構築することを提案します。

(3)学 校体育施設等の有効活用

日常的なスポーツ活動の促進のために、身近な活動の場となる学校体育施設の有効活用を検討

する必要があります。また、住区センター、いこいの家でも、その用途を踏まえたスポーッを楽

しめる場となっており、今後も一層の有効活用を検討する必要があります。

(4)近隣におけるスポーツの場の提供

身近な運動や遊びの場として、区立公園の有効利用を検討する必要があります。

(5)区民のスポーツに対するニーズや関わりの把握

豊かなスポーツライフの獲得やコミュニティ形成の実現をめく
ヾ
る効果的なスポーツ事業を提供

するために、区民やスポーツ関係団体のエーズや課題に関する情報の収集や整Illl、 さらには調査

研究を行う必要があります。

(6)区内外のスポーツに関する情報の集約と発信

区が行う区民体育祭をはじめ、スポーッ関連団体が個別に提供してきたスポーツ情報を集約し

たり、区内外のスポーツトピックスや束京オリンピック・パラリンピック等の情報を収集し、多

様なスポーツプロモーションの方法を駆使 しながら、広く区民の方々がスポーッ情報を得られる

よう、工夫した情報提供をする必要があります。
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第 5章 計画の推進体制

区民が生涯を通じて、生きがいづくり、健康づくりを進めることができるよう、今後新たに次

のような推進体制の整備が必要であると考えます。

1111‐ 1章

'早

そ1甲 |み1午1不‐ず|十ツ|1停岸|ず―ヽ|ツ1準‐準件|十111■ |‐ ||‐||||

本推進計画の実現のために、生涯スポーッ推進や健康づくり関係団体との連携・協力はもとよ

り、学校教育・生涯学習関係部局、福祉関係部局やまちづくりに関係する部局等との連携を密に

し、相乗効果が得られるスポーツ推進体制を検討する必要があります。

また、その際には、生涯スポーッ推進及び健康づくり、さらにはコミュニティづくりなどに関

する政策の継続性を維持し、多様な関係団体・部局間の連携を確保することができるよう、専門

的な視点も必要であると考えます。

|14■ 1写1界|?1手‐件1114141ず|十ツ||つ―甲|つ|″ 1々呼|す1坪宇|つ1羊

"|||||指定管理者が持つ民間のノウハウをより積極的に活用するとともに、指定管理者制度の質的向

上に配慮することを望みます。例えば、総合型地域スポーツクラブのような、区民の主体的なス

ポーツを促す仕組みを支援するよう働きかけることが必要であると考えます。

|や||‐写‐中■拝■本学守||ヽ PH3‐ネ|ギ十1ツク|ラ|17ⅢⅢ手キ申オ||1411ゆ亭芽

区内高校や大学等、民間スポーツクラブ、実業団テーム等との連携を図ることにより、それ ら

組織が持つスポーツ施設や人材の活用を図ることを望みます。また、区内大学や専門学校からの

インターンシップの受け入れや民間スポーツクラブの事業紹介、実業団チームヘの支援等、区民

と関連組織との協力による推進体制を作ることが必要と考えます。

16



絹

17



11.運動・スポーツ

11-1 運動やスポーツの実施状況

(※ 第 44回 世論調査結果抜粋)

問27 あなたは、この1年間に1回 30分以上の運動やスポーッをどのくらい行っていますか。

)全体

「週に 2～ 3回程度行っている」が 18.

2～ 3回程度行っている」が 11.7%、

はともに 10.2%と なっている。また、

スポーツの実施状況

程度行つている
117

2%、 「週に 1回程度行っている」が 162%、 「月に
「ほぼ毎 日行っている」 と「年に数回程度行っている」
「1年間、ほとんど行わなかった」が 29.9%と なって

無回答
36   1

挙雲米斗 1

平 成 26年 (1,742)

平 成 21年 (1,818)

(1

いる。

運動やスポーツの実施状況の推移をみると、前回 (平成 21年 )よ り「年に数回程度行ってい

る」が 5,3ポ イン ト減少 し、「1年間、ほとんど行わなかった」が 43ポイン ト増加 している。

図11-1-1 運動やスポーツの実施状況 (全体)

ほぼ毎日

/ 
イ子弓百と

るヽ

週 に2～ 3回
程度行っている

182

年に数回程度

行つている
102

n=1,742

週に 1回程度
行っている

162
|

(%)

n

図11-1-2 運動やスポーッの実施状況の推移 (全体)

(%)

(①は1つ )

。「週に 2～ 3回程度行っている」が 2割近く、 「週に 1回程度行っている」が 1害J半 ばとな
っている。また、 「1年間、ほとんど行わなかった」が 3割 となっている。

・ 「ほぼ毎 日行っている」は男性が女性より高く、男性 80代以上で高くなっている。また、

中央地区と北部地区、学生と無職で高くなっている。

・ 「1年間、ほとんど行わなかった」は女性が男性より高く、女性の 40代、60代、80代以上

で高くなっている。また、南部地区と西部地区、パー ト・アルバイ トで高くなっている。

18



２

　

・

)地区別

「ほぼ毎 日行っている」は中央地区 (13.6%)と 北部地区 (H.7%)で 高くなっている。

「1年間、ほとんど行わなかったJは商部地区 (34.5%)と 画部地区 (34.3%)で 高くなって

いる。

図11-1-3 運動やスポーツの実施状況 (地区別)

全 体  (1,742)

】ヒ 部  (264)

中 央  (339)

南 部 (319)

西 部  (443)

(3)職業別
。「ほぼ毎日行っている」は学生 (21.6%)と無職 (201%)で高くなっている。

・ 「1年間、ほとんど行わなかった」はパー ト・アルバイ ト (44.4%)で 高くなっている。

図11-1-4 運動やスポーツの実施状況 (職業別)

全

自営 業

(1,742)

事 業 主 (225)

常 勤 の 勤 め 人 (640)

パート・アルバイト (180)

業 ( 40)

生 ( 37)

主 に家事 に従事 (271)

職 (299)

1也  ( 35)

体

ほぼをテ日

行つている

剛

週に 2～ 3

回程度
行つている

週に
1回 程度

行つている

月に 2～ 31
日程度  |

行つている !

□ |

:117

:102

147i:

年に

数回程度
行っている

賜

1年間、ほ
とんど行わ
なかった

重

無回答

(%)

,|

||
25

由

学

そ
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(4)性 ・年代別

。「1年間、ほとんど行わなかった」は女性 (34.1%)が男性 (241%)よ り 10.0ポィント高

くなっている。一方、 「ほば毎日行っている」は男性 (130%)が女性 (80%)よ り 50ポ
イン ト高 くなっている。      、

「ほば毎 日行っている」は男性 80代以上 (32.7%)で高くなっている。

「 1年間、ほとんど行わなかった」は女性の 40代 (38.4%)、 60代 (373%)、 80代以上 (41.0%)

で高くなっている。

図11-1-5 運動やスポーツの実施状況 (性・年代別)

n

体 (1,742)

男 性 (計 )(709)

(%)

全

20 代

30 +t

40 代

50 代

60 1t

70 代

30代以上

( 65)

( 121)

( 120)

( 125)

( 131)

00

00

3

!     叫

111揚多Z物運ンン轟塞匡垂匡ン轟轟ン|

23

女 14(計 )

20 +t

30 代

40 +t

50 代

60 代

70 代

80代以上

( 145)

( 153)

( 128)

(  83)

(り      i整 士登華勢車    仏81

(  52)

(1,020)

(  99)

( 192) ン :難壬:盤 :華諮
(郷の指 軽轟聾章彗割
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11-2 現在行っている運動・スポーツ

(問 27で、この1年間に1回 30分以上の運動やスポーツを「ほぼ毎日行っている」～「年に
数回程度行っている」のいずれかに回答した方にお尋ねします)

問27-1 どんな運動をしていますか。 (①はいくつでも)

。「野外活動」が 6割 を超えて最も高く、次いで 「健康体燥」が 3割を超えている。

・ 「野外活動」は男性 60代で高く、西部地区と北部地区で高くなっている。

・ 「健康体操」は女性が男性より高く、女性ではおおむね高い年代ほど割合が高い傾向にあり、

特に女性 80代以上で高くなっている。また、西部地区、中央地区、束部地区で高くなって

いる。

(1)全体

・ 「野外活動」が 62.2%で最も高く、次いで「健康体操」32.3%、 「水泳」121%、 「屋外球技J

ll.5%の 順となっている。

・現在行っている運動・スポーツの推移をみると、前回 (平成 21年)よ り「野外活動」が 15.3

ポイント、 「健康体操」が 11.9ポイント、それぞれ増加している。一方、 「雪と氷のスポー

ツ」が4.2ポイント減少している。

図 11-2-1 現在行っている運動・

n=1,159              0    10   20

スポーツ (全体)

野外活動 (ウォーキング、ジョギング、登山、
サイクリング、ゴルフなど)

健康体操 (ラジオ休操、音楽体操、
エア回ビクス、ヨガ、太極拳など)

水泳 (水 中ウォーキング、水中エアロビクス
を含む )

屋外球技 (野球、ソフトボール、サッカー、
テニスなど)

雪と氷のスポーツ(スキー、スノーボード、
スケートなど)

屋内球技
(バレーボール、卓球、バドミントンなど)

ダンス

(社交ゲンス、フォークダンス、民謡など)

海洋スポーツ(ヨット、サーフィン、スキューバ

ダイビングなど)

武道 (柔道、剣道、空手、弓道など)

ニュースポーツ(ゲートボール、輪投げ、
グラウンドゴルフ、ティーボールなど)

その他

無回答

９

コ



図 11-2-2

野外活動(ウ ォーキング、ジョギング、登山、
サイクリング、ゴルフなど)

健康体操 (ラジオ体操、音楽体操、
エアロビクス、ヨガ、太極挙など)

水泳 (水中ウォーキング、水中エアロビクス
を含む)

屋外球技 (野球、ソフトボール、サッカー、
テニスなど)

雪と氷のスポーツ(スキー、スノーボード、
スケートなど)

屋内球技
(バレーボール、卓球、バドミントンなど)

ゲンス

(社交ダンス、フォークダンス、民謡など)

海洋スポーツ(ヨ ット、サーフィン、スキューバ
ダイビングなど)

武道 (柔道、剣道、空手、弓道など)

ニュースポーツ(ゲートボール、輪投げ、
グラウンドゴルフ、ティーボールなど)

現在行っている運動・スポーツの推移 (全体)

0    10   20   30   40   50   60 70(%)

622

1隅
平成26年 (n=1,159)

|11平成21年 (n=1622)

□武道      ロニュー
スポーツ

10 2030 40 5060 70(00) 0 10 20 3040 50 60 70(%)

鯰ン
聯
聯
瀞
稚

(2

その他

無回答

)地区別

「野外活動」は西部地区 (668%)と 北部地区 (66.3%)で高くなっている。

「健康体操」は西部地区 (35.1%)、 中央地区 (344%)、 東部地区 (34.0%)で 高くなって

いる。

図11-2-3 現在行っている運動・スポーツ 【上位 10項 目】 (地区別)

□野外活動    □健康体操    □水泳      □屋外球技

0 10 20 30 40 50 60 70(%) 0 10 20 30 40 50 60 70(%) 0n
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□屋内球技 ロダンス □海洋スポーツ

0 10203040506070(%)  0 10 20 30 40 50 60 70(%)0 10 20 30 40 50 60 70(%)

全 体

Jし  青F

東 部

中 央

南 部

西 部

(1,159)

( 184)

( 253)

( 253)

( 198)

( 271)

:59

143

159
1171

1171

148

４

２

２

２

５

Ｈ

５

３

０

４

５

１

２

３

４

２

■

■

受

鳴

研

抑

４５

御

16

11

128

1α
4

110

122

121

1115

115

|よ
f

22



(3)性・年代別

・ 「健康体操」は女性 (44.0%)が 男性 (17.4%)よ り 26`6ポイン ト高くなっている。一方、

「屋外球技」は男性 (18.4%)が女性 (5。 8%)よ り 12.6ポ イン ト高くなっている。

・ 「野外活動」は男性 60代 (79.8%)で 高くなっている。

・ 「健康体操」は女性ではおおむね高い年代ほど割合が高い傾向にあ り、特に女性 80代以上

(57.6%)で 高くなっている。

図11-2-4 現在行っている運動・スポーツ 【上位 10項 目】 (性・年代別)
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11-3 今後行いたい運動・スポーツ

問28 あなたは、今後どのような運動やスポーツをしたいですか。 (①は3つまで)

。「野外活動」が 4割半ばで最も高く、次いで「健康体操」が 4割近く、「水泳」が 2割半ば

となっている。

・ 「野外活動Jは男性の 40代と 60代、女性 50代で高くなっている。また、中央地区で高く

なっている。

・ 「健康体操Jは女性が男性より高く、女性の 50代、60代、70代で高くなっている。また、

西部地区で高くなっている。

(1)全体

・ 「野外活動」が 44,0%で最も高く、次いで「健康体操」36.9%、 「水泳」26.0%、 「屋外球技J

13.7%の 順となっている。

・今後行いたい運動・スポーツの推移をみると、前回 (平成 21年)よ り「野外活動」が 19.8ポ

イント、 「健康体操」が 11.3ポイント、それぞれ増加している。一方、 「海洋スポーツ」が

6.4ポイント減少している。

図 11-3-1

n=1,742

今後行いたい運動・スポーツ (全体)

10 40      50(%)

登山、

海洋スポーツ(ヨット、サーフィン、スキューバ

ダイビングなど)

武道 (柔道、剣道、空手、弓道など)

ニュースポーツ(ゲートボール、輪投げ、
グラウンドゴルフ、ティーボールなど)

その他
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騨i筈章賄無回答
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50(%)

440

図 11-3-2 今後行いたい運動・

0

スポーツの推移 (全体)

10     20     30      40

137
1150

126

i1146

野外活動 (ウォーキング、ジョギング、登山、
サイクリング、ゴルフなど)

健康体操 (ラジオ体操、音楽体操、エアロビク
ス、ヨガ、太極拳など)
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その他

無回答

(2)地区別

・ 「野外活動」は中央地区 (47.5%)で高く、

いる。

図 11-3-3 今後
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(3)1生・年代別

・ 「健康体操」は女性 (48.4%)が男性

「屋外球技」は男性 (20.3%)が女性

・ 「野外活動」は男性の 40代 (55.8%)

いる。

・ 「健康体操」は女性の 50代 (57.9%)

(20.3%)よ り 28.1ポ イント高くなっている。一方、

(9.0%)よ り 11.3ポ イント高くなっている。

と 60代 (588%)、 女性 50代 (51.0%)で 高くなって

60代 (56.9%)、 70代 (52.3%)で高くなっている。

図11-3-4 今後行いたい運動・スポーツ 【上位 10項目】 (性・年代別)
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11-4 「総合型地域スポーツクラブ スポルテロ黒」の認知度

問29 あなたは、目黒区に「総合型地域スポーツクラブ スポルテロ黒」が設立されている

ことを知っていますか。 (①は1つ )

(1)全体

・ 「活動内容について知っている」8.0%と 「名前を聞いたことがある」 13.1%を合わせた『知

っている』は 21.1%と なっている。一方、「知らない」は 76.4%と なっている。

図 11-4-1 「総合型地域スポーツクラブ スポルテロ黒」の認知度 (全体)

活動内容に
ついて

知っている
80 名前を聞いた

ことがある
131

n=11742

(2)地区別

・『知っている』は中央地区 (31.0%)と 南部地区 (29.2%)で 高くなっている。

・ 「知 らない」は北部地区 (86.4%)と束部地区 (82.0%)で高くなっている。

図11-4-2 「総合型地域スポーツクラブ スポルテロ黒」の認知度 (地区別)
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は 2割を超えている。一方、 「知 らないJは 7割半ばとなっている。

・『知っている』は女性が男性よ り高く、女性の 40代 と 70代で高くなっている。

地区と南部地区で高くなっている。

・ 「知 らないJは男性、女性ともに 20代 と 30代で高くなっている。また、北部地区と東部地

区で高くなっている。

また、中央
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(3)性・年代別

・『知っている』は女性 (23.0%)が男性 (18.8%)

・『知っている』は女性の 40代 (329%)と 70代

はおおむね高い年代ほど割合が高い傾向にある。

・ 「知らない」は男性、女性ともに 20代 (男 性 86

女性 828%)で高くなっている。

より4.2ポイント高くなっている。

(28.9%)で高くなっている。また、男性で

2%、 女性 89,9%)と 30代 (男 性 85.1%、

図11-4-3 「総合型地域スポーツクラブ スポルテロ黒」の認知度 (性・年代別)
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ンンンンンンン 平成 26年度 学校別部活動加入状況表

!生1徒数

||||11111111

154

199

189

225

240

194

345

202

492

540

2,780

鞠
59

52

91

103

133

122

155

98

225

143

352

296

1,718

64

49

46

52

95

41

69

21

152

117

706

1隅|
155

152

179

174

250

139

294

164

504

413

2,424

■|||||||||||■ |

加入率

|〔%)|甲腎告!軒1響

平成 26年 11月 現在

増都
42

25

第一中学校

第二中学校

第四中学校

第七中学校

第八中学校

第九中学校

第十中学校

第十一中学校

東山中学校

中央中学校

合計 |

佃
一
７６

，９５
一７７

，‐０４
，７２

一８５
！８‐

，‐０２
，７６

”８７！

70

54

65

51

65

71

72

55

62

24

23

40

21

20

10

22

２

一

５

２

一

２

29



資料2 区立スポーツ施設の概要

昭和 61年 6月 1日
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:平成 14年 7月 1日

昭和 47年 3月 30日

プール (幼児) 4,372甫

輝
…体
″神
…推
者
ｒ

球場 (2面 )

育室

球場

球場 (6面 )

1134521甫

36m× 32m、  1,20941甫

76m、 5,629甫

4,372甫

ウォーキングコース

競技場

トレーニング室

35mX40m、  1,400甫

109甫

柔道場 12m× 15m、 180甫
中央体育館

八雲体育館

剣道場 12m× 26m、 312甫

1弓道場 5人立、矢道 28m、 345甫

宮前公園庭球場

:エ アライフル場

i体育重

トレーニング室

庭球場 (2面 )

6射座、86甫

34m× 27m、 99498甫

160甫

1,434口甫

砧野球場 昭和 43年 6月 1日

平成 11年 4月 1日

軟式野球場 (3面 )

少年軟式野球場 (3面 )

サ ッカー場 (1面 )

少年サ ッカー場 (1面 )

屋内温水 25メ ー トル

6コ ース

屋内温水 25メ ー トル

6コ ース

屋内温水 25メ ー トル

6コ ース

4910495甫

100m× 64m、 6,400甫

80m× 50m、 4,000甫

25m× 125m

25mX13m

25m× 125m

…
ギ
ど濡
…

砧サッカー場

五本木小学校屋 内プール
|

(中央地区プール)    |

緑ヶ丘小学校屋内プール  i
(西部地区プール)    !

碑小学校屋内プール    :
(南部地区プール)    i

平成 7年 3月 19日

昭和 62年 5月 1日

平成 20年 3月 1日
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※この解説は、本文中に記載されている

用語についてのものです。

※本文中には___で 表示 してあります。

新しい公共

支え合いと活気のある社会を作るための当事者たちの脇働の場といわれています。

そこでは、国民、市民団体や地域組織、企業やその他の事業体、政府等が、一定のルールに

よってそれぞれの役割をもって当事者として参加し、脇働することが期待されています。

内閣府 「新しい公共」円卓会議 「『新しい公共』宣言」 (平成 22年 )

アメニティ

環境 (建物・場所・気候・風 |li等 )の質に関するlllt念 。快適性。快適な環境、魅力ある環境

のこと。

インターンシップ

学生に就業体験の機会を提供する制度。職業適性の兄極めや、職業選択の判断材料を得る機

会となっている。

NPO
Non―Profit Organization(非 営利組織)の略で、一般的には営利を目的としない民間組織の

ことをいい、ボランティア団体や市民活動団体などを広く指す。これらの団体のうち 「特定

非営利活動促進法Jに基づく認証を取得し、法人登記した団体をNPO法 人という。

オリンピズム

クーベルタンが提H昌 した、「スポーツを通して心身を向上させ、さらには文化・国籍など様

々な差異を超え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって理解し合うことで、平和でよ

りよい世界の実現に貢献する」という、オリンピックのあるべき姿の考え方。

語解説

介護予防

いつまでも

(遅 らせる

図る)こ と

で

と

気

こ

一死

サヽ
　
。

いきいきと暮 らしていくため、要介護状態になることをできる限 り防く
｀

要介護状態であってもそれ以上に悪化 しないようにする (維持・改善を

キャパシティ

収容能力または容量のこと。

コミュニァィ

人々の自発的な意識に基づいた社会参加 (地域参加や行政への住民参加)に よって人びと相

互の連帯感や社会的役告Jの 自党に支えられた地域の共同体
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好循環

ここでは、 トップスポーッにより培われるアスリー トの技術や経験、人間的な魅力は社会的

な財産であり、それらを地域におけるスポーッに還元すること。また、それらトップアスリ

ー トを目指したスポーツ活動を活性化させ、人の循環をつくること。

指定管理者制度

平成15年に施行された地方自治法の一部を改正する法律により、公の施設の管理について創

設された制度。従来、公の施設の管理ができるのは、区、公共的団体及び区の出資法人に限

定されていたが、法改正により、広く民間事業者も管理の代行ができることになった。

スポーツ基本計画

文部科学省が平成 24年 3月 に策定。スポーッ基本法の理念を具体化し、国、地方公共団体及

びスポーツ団体等が一体となって施策を推進していくための指針。10年間程度を見通した基本

方針と、平成 24年度から 5年間にわたる総合的かつ計画的に取り組む施策が示されている。

スポーツ基本法

スポーツ振興法 (昭和 36年法律第 141号 )を 50年ぶりに全部改正し、スポーッに関する基

本理念を定めた。国及び地方公共団体の責務並びにスポーッ団体の努力等を明らかにすると

ともに、スポーツに関する施策の基本となる事項を定めている。

スポーツ施設予約システム

インターネットを通じて、自宅等のパソコンや携帯電話、各施設に設置された利用者端末機

から、目黒区のスポーツ施設の空き状況の検索や予約を行うシステムのこと。

生活習慣病

高血圧症、糖尿病 (イ ンスリン非依存性)、 脂質異常 (家族性を除く)を はじめ、悪性新生物

(が ん)、 脳血管疾患、心疾患などを総称していう。悪性新生物 (が ん)、 脳血管疾患、心疾

患の 3疾病で日本人の死亡原因の約 6割を占めている。

総合型地域スポーツクラブ

身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、多世代・多

種目・多志向という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーックラ

ブをいう。

東京都スポーツ推進計画

平成25年 3月 に東京都により策定されたスポーッ振興計画。東京都における新たなスポーッ都

市像の創出と、スポーツの裾野の更なる拡大をはじめとした、スポーッ施策の一層の推進を

目指した振興計画が示されている

東京都障害者スポーツ振興計画

平成 24年 3月 に東京都により策定された障害者スポーツ振興計画。障害者スポーッの一層の

振興を図っていくため、中長期的な視点からの体系的・継続的な振興計画が示されている。
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トップスポーツ

オリシピックやプロスポーツ、国民体育大会など、競技レベルの高いスポーツの総称。

ネットワークガバナンス

多様な組織・団体等の協力的なつながり (ネ ットワーク)を形成したり、それ ら組織・団体

間の活動の整合性をとり、活性化させること。

ノーマライゼーション

すべての人々が同じ社会の一員として他の人々と変わらない日常生活を営むことが通常の人

間生活であり、さらに障害をもつ人も地域を基盤としてともに生きていける社会が正常な社

会であるとし、この両面をともに実現する社会を目指していくこと。

パラリンピアン                    ｀

パラリンピック選手もしくはパラリンピック出場経験者のこと。

保健体育審議会の答申 (平成元年)

保健体育審議会が、平成元年 11月 21日 lNlけで文部大臣に答申したもの。 「21世紀に向けた

スポーツの振興方策について」と題し、21世紀までを見通したスポーツの振興方策について

の基本的な考え方を示している。

補助計画

目黒区では、長期許1画 として、基本構想・基本計画 。実施計画の 3つ を定め、それらの下に

各種の補助計画を作成し、区政を総合的、計画的に推進している。

目黒区基本計画

日黒区基本構想を実現するため、区行政の立場か ら基本構想に示された諮問題への取 り組み

と具体的な施策を、長期的、総合的、休系的な計画として策定 したもの。

友好者F市

目黒区は宮城県角田市及び気仙沼市、中国北京市束城区 (旧 ・崇文区)と友好都市協定を締

結している。

ユニバーサルデザイン

年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が利用可能な

ように、利用者本位、人間本位の考え方に立ってヤほ市施設や製辞1・ サービスなどをデザイン

すること。
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ライフステージ

人の一生を幼少期、青年期、壮年期、老年刈1な どに分けたそれぞれの段階のこと。

リハビリテーション

身体に障害のある人などが、再び社会生活に復帰するために取り組む、総合的な治療的訓練

のこと。身体的な機能回復訓練だけではなく、精神的、職業的な復帰訓練も含まれる。
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目黒区スポーツ11色進計画懇話会設置要綱

平成 26年 8月 26同 付け目区ス第 1700号決定

(設 置)

第 1条 スポーツ基本法 (平成 23年法律第 78号 )第 10条の規定に基づき、日黒区の実情に即し

た地方スポーツ推進計画 (以下 「スポーツ推進計画」という。)を策定するにあたり、スポーツ推進

について多様な分野から専門的な助言を得るためスポーツ推進計画懇話会 (以下「スポーツ懇話会」

という。)を設置する。

(所掌事項)

第 2条 スポーツ懇話会は、スポーッ推進計画の策定に係る次に掲げる事項について検討し、区長に

報告する。

(1)ス ポーッ推進計画策定に関すること

(2)その他座長が必要と認めた事項

(構成等)

第 3条  スポーッ懇話会の委員は 14人以内をもって構成する。

2 前項に規定する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1)学識経験者・専門家  2人 程度

(2)ス ポーツ関係団体   3人 程度

(3)青少年団体      1人 程度

(4)区関係団体      4人 程度

(5)学校関係者      2人 程度

(6)公募区民       2人 程度

(任期)

第 4条  委員の任期は、委嘱した日からスポーツ推進計画の策定までとする。

(座長及び副座長)

第 5条 スポーツ懇話会に座長及び副座長を各 1人置き、委員のうちから互選により定める。

2 座長は、スポーツ懇話会を代表し、会務を総理する。

3 高J座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(召集)

第 6条 座長は、必要に応じスポーツ懇話会を招集し、会議を主宰する。

2 スポーッ懇話会は、委員の過半数の出席をもって、会議を開くこととする。

3 会議は、原則として公開とする。

(小委員会)

第 7条 スポーツ懇話会に小委員会を置くことができる。

2 小委員会の委員は、第 3条に定める委員のうちから座長が指名する。

(意見聴取)

第 8条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者をスポーツ懇話会及び小委員会に出席さ

せ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第 9条 スポーツ懇話会の事務局は、文化・スポーツ部スポーツ振興課が担当する。

(委任)

第 10条  この要綱に定めるもののほか、スポーッ懇話会の運営に関し、必要な事項は座長が定める。

付 則

この要綱は、平成 26年 8月 26日 から施行する。
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目黒区スポーツ推進計画懇話会委員名簿

(敬称略 )

役 職 氏   名 選出団体等 区  分

座 長 柳 沢 和 雄 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授

学 識 経 験 者

副座長 木 村 和 彦 早稲田大学スポーツ科学学術院教授

委 員 熊 谷 直 樹 特定非営利活動法人 目黒体育協会理事

スポーツ関係団体委 員 澤 井 翼 特定非営利活動法人スポルテロ黒理事長

委 員 ネ富地 1党 子 目黒区スポーツ推進委員協議会会長

委 員 長 岡 弘 志 目黒区青少年委員会委員 青 少 年 団 体

委 員 朝比奈 義雄 目黒区老人クラブ連合会副会長

区 関 係 団 体

委 員 木 村 肇 社団法人 目黒区医師会会長

委 員 山 田  脩 目黒区障害者団体懇話会会長

委 員 吉 川 高 広 目黒区商店街連合会青年部副部長

委 員 豊 島 修 二 目黒区立第十一中学校長

学 校 関 係

委 員 若 林 研 司 目黒区立下目黒小学校長

委 員 中 川 裕 之 区 民

公 募 区 民

委 員 山 崎 恵 子 区民
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審議の経過

日 付 会議名 内 容

平成26年 10月 31日 第1回懇話会

・目黒区スポーツ推進計画策定の考え方

・今後のスケジュールについて

・目黒区スポーツ推進計画懇話会に係る会議録の取り扱い

・スポーツ関連事業について

平成 26年 11月 26日 第2回懇話会

・スポーツの意義と効果

・区民スポーツの現状と課題

平成 26年 12月 19日 第3回懇話会

・計画の目標

・施策の体系

平成 27年 1月 10日 第1回小委員会 ・中間まとめ(案 )

平成 27年 1月 23日 第4回懇話会 ・中間まとめ(案)検討

平成 27年 2月 9日 第5回懇話会 ・中間まとめ(案)決定

平成 27年 3月 5日 ・区報掲載意見募集

平成 27年 5月 19日 第6回懇話会 ・意見書の決定

懇話会…・目黒区スポーツ推進計画懇話会

小委員会…・目黒区スポーツ推進計画懇話会小委員会
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